
〔様式６〕 

【疾病・感染症対策課】 

管理番号：40803 

不利益処分の名称 一類感染症，二類感染症，三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び

無症状病原体保有者の就業制限 

◎法令の定め 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18条第 2項 

 

 

 

 

◎処分基準の内容 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18条第 2項 

 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受け

た場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業

務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


